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岐阜県災害支援対策本部等設置要綱 
 
 （目的） 
第１条 この要綱は、岐阜県以外の都道府県で大規模災害等が発生した場合に被災地を支援するた
めの「岐阜県災害支援対策本部」（以下、「対策本部」という。）及び災害情報の収集、災害支
援対策の提案等を行うための「岐阜県災害支援対策本部幹事会」（以下、「幹事会」という。）
の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。 

 
 （対策本部の召集及び解散） 
第２条 対策本部は、次のいずれかの場合に知事が職員を召集するものとする。ただし、岐阜県に
おいて災害等が発生した場合は、県内の対応を優先とする。 

 一  岐阜県以外の都道府県において大規模な地震が発生し、支援が必要と認められるとき 
 二 岐阜県以外の都道府県において大規模な風水害が発生、又は大規模な事件・事故が発生し、

支援が必要と認められるとき 
  三 その他、知事が必要と認めるとき 
２ 知事は、対策本部を存続させる必要が無くなったと認められるときは対策本部を解散する。 
 
  （対策本部の組織） 
第３条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は、知事を、副本部長は、副知事とする。 
３ 対策本部を構成する本部員は、岐阜県地域防災計画に基づく岐阜県災害対策本部の構成員とす
る。 

４ 本部長は、対策本部の事務を総括する。 
５ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代行する。 
 
  （対策本部の所掌事務） 
第４条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 
  一 被災地の被害状況の確認  
  二 災害支援対策の決定（具体的な支援対策内容は別表１による） 
  三 被災地の支援活動に必要な事項の決定 
  四  第二号及び第三号の各部局への指示 
  五 災害支援対策の公表 
  六  被災都道府県への職員派遣の決定 
  七 その他支援に必要な事項の検討、実施 
 
  （幹事会の召集及び解散） 
第５条 幹事会は、次のいずれかの場合に危機管理部長が職員を召集するものとする。 
 一 岐阜県以外の都道府県において大規模な地震が発生したとき 
 二 岐阜県以外の都道府県において大規模な風水害が発生、又は大規模な事件・事故が発生した

とき 
  三 その他、危機管理部長が必要と認めるとき 
２ 危機管理部長は、対策本部が廃止されたとき、又は幹事会を存続させる必要が無くなったと認
められるときは幹事会を解散する。 

 
  （幹事会の組織） 
第６条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 
２ 幹事長は、危機管理部次長（事務）をもって充てる。 
３ 副幹事長は、危機管理部次長（警察）をもって充てる。 
４ 幹事は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 
５ 幹事長は、幹事会の事務を総括する。 
６  危機管理部長は、必要があると認めたときは、幹事を追加するものとする。 
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 （幹事会の所掌事務） 

第７条 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。 
一 災害情報の収集、被災状況の調査 
二 被災都道府県災害対策本部等との連絡・調整 
三 被災地のニーズ（職員派遣、防災資機材提供等）の把握 
四 災害支援対策案の作成 
五 被災地の支援活動に必要な事項（車両の確保、宿泊先等）の調整 
六 第四号及び第五号の各部局との調整 
七  被災都道府県への職員派遣の提案 
八 災害支援対策マニュアルの作成、保存 
九 その他支援に必要な事項の調整 

 
  （会議） 
第８条 対策本部の会議（以下、「対策本部会議」という。）は、本部長が必要に応じて招集し、
これを主宰する。 

２ 本部長は、必要があると認めたときは、特定の本部員による対策本部会議を開催することがで
きる。 
３ 本部長は、必要があると認めたときは、対策本部会議の構成員以外の者に対し、対策本部会議
へ出席の上、意見等を求めることができる。 

 
 （事務局） 
第９条 対策本部の事務局は、防災課に置く。 
 
 

  附 則 
 この要綱は、平成１９年８月９日から施行する。 

  附 則 
 この要綱は、平成２０年７月１７日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 
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別表１（第４条関係） 
災 害 支 援 対 策 

 
 

 部名  災害発生後の 
 タイミング 
 (目安） 

 被災都道府県に対する支援に関する業務 

 直後  ２～ 
 ３日 
 後 

 ４日 
 後以 
 降 

 知事直轄   ○ 
  ○ 

  ○ 
  ○ 
  ○ 

  ○ 
  ○ 
  ○ 

 ・マスコミ対応窓口（記者クラブとの調整窓口） 
 ・記者発表による広報(県の被害状況、支援状況) 
 ・知事記者会見の運営 

 危機管理 
 部 

  ○ 
  ○ 
 
 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
 
 ○ 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
 
 
  ○ 
 ○ 
 ○ 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
 ○ 
 ○ 

 ・被害情報及び支援状況の全体の情報集約・記者公表 
 ・災害情報集約センターの運営 
 ・災害支援対策本部の運営 
 ・緊急通行車両の発行に関する業務 
 ・県内消防本部応援に関する情報集約 
 ・緊急消防援助隊等他機関の応援要請との調整 
 ・県警本部の活動状況の情報集約 
 ・自衛隊の災害派遣状況の情報集約（後方支援調整等） 
 ・ヘリの運用に関する総合調整（後方支援調整等） 
 ・広域医療搬送に関する調整（ヘリポート運用など） 
 ・他県との総合調整 
 ・災害ボランティアの活動状況の情報集約・調整 
 ・市町村等の支援の情報集約・調整 
 ・その他の総合調整 
・知事見舞金の贈呈 
・県備蓄、市町村備蓄の提供 
 

清流の国 
推進部 

  ○ ○ 
○ 

○ 
○ 

 ○ 

 ・全国知事会の要請に関する情報集約・調整 
・在住外国人支援に関する調整 

 ・大学生ボランティアに関する調整 

 総務部   ○   ○   ○  ・人的支援(県職員）の要請に関する情報集約・調整 

 環境生活 
 部 

    ○ 
 
 ○ 
 ○ 

 ・関係団体（岐環協・岐清協・生協等）の支援（し尿処 
  理、ごみ処理、義援金等）の情報集約・調整 
・人的支援（市町村廃棄物担当職員）に関する情報集約・調整 
・避難者支援（生活相談、消費生活相談）に関する情報集約・調整 
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 部名  災害発生後の 
 タイミング 
 (目安） 

 被災都道府県に対する支援に関する業務 

 直後  ２～ 
 ３日 
 後 

 ４日 
 後以 
 降 

 健康福祉 
 部 

  ○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ○ 

  ○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 

  
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
 
  ○ 

  ○ 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
  ○ 
 
  ○ 

 ・医療チーム派遣の要請に関する調整 
 ・保健師等派遣の要請に関する調整 
 ・災害派遣精神医療チーム派遣に関する調整 
・介護職員派遣の要請に関する調整 
・岐阜DWAT（災害派遣福祉チーム）の派遣に関する調整 
・手話通訳者等の派遣に関する調整 
・ボランティアに関する情報提供 
・上水道応急復旧応援職員の派遣に関する調整 
・被災した子供の相談対応 
・広域火葬に関する総合調整 

 ・医療機関単独の支援状況確認 
 ・社会福祉協議会等の支援状況把握 
 ・県内水道事業者による支援状況の情報集約 
 ・医薬品等関係団体の支援状況の情報集約・調整 
 ・医療機関の患者受入等の情報集約 
 ・医療機関(精神）の患者受入等の情報集約 
 ・老人保健施設・老人福祉施設への入所者受入等の情報集約 
 ・障害者福祉施設等への入所者受入等の情報集約 

 商工労働 
 部 

   ○ 
 
  ○ 
 
 ○ 

  ○ 
 
○ 
○ 
○ 

 ・県内企業等の支援状況（把握できたもののみ）の情報 
  集約 
 ・食糧調達（コンビニ等との連携：要請に対する対応） 
 ・通訳ボランティアの要請に関する調整 
 ・協定に基づく災害支援物資、資材の輸送に関する調整 

 農政部     ○ 
  ○ 

 ・県職員（技術職員）派遣の応援要請に関する調整 
 ・県内関係団体の支援状況の情報集約・調整 

 林政部     ○ 
  ○ 
 ○ 
 ○ 

 ・県職員（技術職員)派遣の応援要請に関する調整 
 ・県内関係団体の支援状況の情報集約・調整 
・緊急支援物資（応急復旧資材）の提供に関する調整 
・重機及びオペレーターの派遣に関する調整 

 県土整備 
 部 

   ○ 
  ○ 
 ○ 

  ○ 
  ○ 
 ○ 

 ・協定に基づく関係機関の応援状況の情報集約・把握 
 ・県職員（技術職員）派遣の応援要請に関する調整 
・災害復旧に係る県保有資機材の提供に関する調整 

 都市建築 
 部 

   ○ 
  ○ 
  ○ 
 
  ○ 
  ○ 
 ○ 
 ○ 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
 
  ○ 
  ○ 
 ○ 
 ○ 

 ・被災建築物応急危険度判定士派遣要請に関する調整 
 ・被災宅地危険度判定士派遣要請に関する調整 
 ・下水道に関する県職員（技術職員）派遣要請に関する 
  調整 
 ・上水道に関する職員（技術職員）の派遣 
 ・水の調達・輸送に関する活動 
 ・公営住宅の目的外使用による支援に関する調整 
 ・民間借り上げ仮設住宅の提供による支援に関する調整 
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 部名  災害発生後の 
 タイミング 
 (目安） 

 被災都道府県に対する支援に関する業務 

 直後  ２～ 
 ３日 
 後 

 ４日 
 後以 
 降 

 教育委員 
 会 

    ○  ・文教施設の応急危険度判定士派遣要請による技術的支援 

 
  ※ 本表に記載してある支援対策以外で、支援を必要とする場合においては、対策本部 
  会議において必要な災害支援対策を協議し、支援を行う。 
 
 
別表２（第６条関係） 
 

  広報課長 

  危機管理政策課長 

原子力防災室長 

 防災課長 

 防災課管理調整監 

 防災課地域防災支援監 

防災課防災対策監 

 消防課長 

  環境生活政策課長 

  健康福祉政策課長 

  商工・エネルギー政策課長 

  建設政策課長 

  都市政策課長 
  警察本部警備第二課長 

 

 


